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新潟県と畜場法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成25年３月15日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第15号 

新潟県と畜場法施行細則の一部を改正する規則 

新潟県と畜場法施行細則（昭和28年新潟県規則第106号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第９号様式（第９条関係） 

と畜検査申請書 

（略） 

 年齢（推

定年齢）

月齢 出生の

年月日 

特徴 産地 個体識

別番号

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注 １～４ （略） 

５ 「年齢（推定年齢)｣の欄は、牛以外の獣畜について申請する場合に限

り記入すること。 

６ 「月齢｣､「出生の年月日」及び「個体識別番号」の欄は、牛について

申請する場合に限り記入すること。 

第９号様式（第９条関係） 

と畜検査申請書 

（略） 

 年齢（推定年齢） 特徴 産地 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

注 １～４ （略） 

 

附 則 

 この規則は、平成25年４月１日から施行する。




